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令和５年度に実施する特定共同指導等について 

 

 令和５年度に実施される特定共同指導、共同指導の対象都道府県や日程に

つきまして、令和５年３月２２日付け保発 0322 第２号の厚生労働省保険局

長通知、並びに同日付け保医発 0322 第３号の保険局医療課長通知により連

絡がありましたので、ご連絡いたします。 

この実施に先立ち、令和４年度に新型コロナウイルス感染症の影響で延期

となった１２か所の特定共同指導、共同指導の再開が令和４年度繰り越し分

として実施されますことから、令和５年度に実施される特定共同指導、共同

指導は下記のとおりとなります。 

令和５年度の指導、監査等につきましては、令和５年１月２３日付け日医

発第 1991 号（保険）の保険担当理事名でご連絡いたしましたように、地域

の実情を十分考慮し、都道府県医師会とあくまで合意を得た上で実施するこ

とが大前提です。三密とならない環境確保や必要に応じた指導時間の短縮等

を考慮することに加え、対象医療機関から新型コロナウイルス感染症の対応

等のため対応が困難である等の申出があった場合は実施を延長するなど柔軟

な対応をすることは継続しております。 

特定共同指導、共同指導の実施につきましても、地域の実情を十分考慮し

た上で実施することが大前提でありますので、昨年度、一昨年度同様、予め

計画しますが、その都度、感染状況等を勘案するとともに、実施対象となる

都道府県医師会のご意見も踏まえ、本会と当局の間で協議をした上で、実施

の可否を決める予定でおります。 

 

記 

 

１．令和４年度延期分（再開） 



４月２７日～２８日 島根県（特定共同指導） 

５月１９日     山形県（共同指導） 

６月 1 日～ ２日 北海道（特定共同指導） 

６月１３日～１４日 福岡県（特定共同指導） 

６月２９日～３０日 奈良県（特定共同指導） 

７月２１日     山梨県（共同指導） 

８月 ３日～ ４日 福島県（特定共同指導） 

８月２４日～２５日 新潟県（特定共同指導） 

９月 ７日～ ８日 沖縄県（特定共同指導） 

９月２１日～２２日 徳島県（特定共同指導） 

１０月 ５日～ ６日 愛知県（特定共同指導） 

１０月１９日～２０日 千葉県（特定共同指導） 

 

２．令和５年度実施分 

      １１月 ２日     秋田県（共同指導） 

      １１月 ９日     石川県（共同指導） 

      １２月 １日     岩手県（共同指導） 

      １２月１４日     滋賀県（共同指導） 

      １２月２１日～２２日 東京都（特定共同指導） 

  令和６年 １月１２日     富山県（共同指導） 

       １月１８日     兵庫県（共同指導） 

       ２月 １日～ ２日 神奈川県（特定共同指導） 

 

 

（添付資料） 

１．令和５年度に実施する特定共同指導等について 

（令和５年３月２２日 保発 0322 第２号 厚生労働省保険局長） 

２．令和５年度に実施する特定共同指導等に係る立会いについて 

（令和５年３月２２日 保医発 0322 第３号 厚生労働省保険局医療課長） 

 



 
 

保 発 0 3 2 2 第 ２ 号 

令 和 ５ 年 ３ 月 22日  

 

 
  日本医師会長 殿 

 

 厚生労働省保険局長 

                       （公印省略） 

 

 

令和５年度に実施する特定共同指導等について 

 

 標記の対象となる都道府県については、下記のとおりとしたので

通知します。 

 実施に当たっては、御協力方よろしくお願いします。 

 

 

記 

 

１ 特定共同指導(2) 

   東京都、神奈川県 

 

２ 共同指導(6) 

   岩手県、秋田県、富山県、石川県、滋賀県、兵庫県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

保 医 発 0 3 2 2第 ３ 号  

令 和 ５ 年 ３ 月 2 2日  

 
 
 日本医師会長 殿  
 
 

厚生労働省保険局医療課長  
（公印省略）  

 
 

令和５年度に実施する特定共同指導等に係る立会いについて  
 
 社会保険医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高

配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、令和５年度における特定共同指導等については、「令和

５年度に実施する特定共同指導等について」（令和５年３月22日

付け保発0322第２号厚生労働省保険局長通知）をもって貴職あて

通知されたところですが、日程については別紙のとおり実施する

こととしました。 

 つきましては、この特定共同指導等の立会人として貴会役員の

派遣方よろしくお願い申し上げます。 

 また、特定共同指導等の対象となる保険医療機関の名称につい

ては、指導実施日のおおむね１か月前にお知らせすることとして

いますので申し添えいたします。 

  



（別紙）  
 

令和５年度 特定共同指導等の日程表（医科）  
 
１．特定共同指導  

都道府県名 実 施 年 月 日 実施期間 
対象保険 

医療機関数 
東京都 

神奈川県 
令和５年１２月２１日～２２日 
令和６年 ２月 １日～ ２日 

２日間 
２日間 

１ 
１ 

計 ２ 
 
 
２．共同指導  

都道府県名 実 施 年 月 日 実施期間 
対象保険 

医療機関数 
岩手県 
秋田県 
富山県 
石川県 
滋賀県 
兵庫県 

令和５年１２月 １日 
令和５年１１月 ２日 
令和６年 １月１２日 
令和５年１１月 ９日 
令和５年１２月１４日 
令和６年 １月１８日 

１日間 
１日間 
１日間 
１日間 
１日間 
１日間 

１ 
１ 
１ 
１ 
１ 
１ 

計 ６ 
 


